
2008年11月15日

2

第
二
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付
託
さ
れ
ま

し
た
案
件
の
主
な
審
査
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

▼
「
平
成
二
十
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）
中
、
歳
出
の
部
、
所
管
部

分
に
つ
い
て
」
は
、「
商
工
費
の
販
路
開
拓

支
援
関
連
事
業
費
二
百
五
十
万
円
の
根
拠

と
、
商
社
及
び
メ
ー
カ
ー
数
は
」
と
の
質
疑

が
な
さ
れ
、「
事
業
費
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

美
濃
焼
の
Ｐ
Ｒ
と
い
う
こ
と
で
、
会
場
の
借

上
げ
料
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
費
用
な
ど
、

事
務
経
費
の
四
分
の
一
程
度
と
い
う
運
用
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
数
に
つ
い
て
は
商

社
五
社
、
メ
ー
カ
ー
八
社
で
あ
り
、
こ
の
内
、

土
岐
市
十
社
、
瑞
浪
市
三
社
で
あ
る
」
旨
の

答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
教
育
費
の
下
石

小
学
校
の
放
課
後
教
室
実
施
設
計
委
託
費
、

三
百
二
十
万
円
に
つ
い
て
、
そ
の
面
積
規
模

と
構
造
は
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
プ
レ

ハ
ブ
構
造
平
屋
建
て
の
一
〇
〇
㎡
程
度
の
教

室
を
主
に
、
設
備
と
し
て
は
エ
ア
コ
ン
、
手

洗
い
場
、
ロ
ッ
カ
ー
な
ど
の
設
置
を
予
定
し

て
い
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、

「
下
石
小
学
校
で
の
特
殊
学
級
を
含
め
た
、

教
室
の
利
用
状
況
と
今
後
の
見
通
し
は
」
と

の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
現
在
、
特
殊
学
級
と

一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
教
室
数
は
全
部

で
十
三
教
室
で
あ
る
。
し
か
し
、
来
年
度
の

新
一
年
生
は
八
十
一
人
を
見
込
ん
で
お
り
、

三
ク
ラ
ス
と
な
る
た
め
一
教
室
増
え
る
こ
と

と
な
り
、
今
後
三
年
間
は
放
課
後
教
室
と
し

て
対
応
す
る
教
室
が
ま
っ
た
く
確
保
で
き
な

い
状
況
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、「
土

岐
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
再
認
識
し
、
市

全
体
で
よ
く
協
議
を
し
て
い
た
だ
き
、
市
内

部
で
で
き
る
こ
と
は
内
部
で
行
な
う
よ
う
進

め
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

続
い
て
、「
商
工
費
の
都
市
エ
リ
ア
産
学

官
連
携
促
進
事
業
に
つ
い
て
、
陶
磁
器
試
験

場
が
参
画
す
る
一
〇
〇
〇
度
以
下
で
の
焼
成

の
研
究
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
」
と
の
質

疑
が
な
さ
れ
、「
愛
知
工
業
大
学
の
小
林
教

授
が
、
低
温
で
焼
成
で
き
る
技
術
を
開
発
さ

れ
、
そ
れ
を
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
原
料
を

使
用
し
、
一
〇
〇
〇
度
以
下
で
焼
成
で
き
る

技
術
研
究
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
営
住
宅
管
理
条
例
及
び
土
岐
市

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、「
こ
の
条
例
に
お

け
る
暴
力
団
員
の
定
義
は
」
と
の
質
疑
が
な

さ
れ
、「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
、

暴
力
団
員
と
は
、暴
力
団
の
構
成
員
を
い
う
。

と
な
っ
て
お
り
、
暴
力
団
員
と
し
て
警
察
に

認
定
さ
れ
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
で
あ
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
市
営
住
宅

へ
の
入
居
希
望
申
請
者
全
員
に
つ
い
て
、
暴

力
団
員
で
あ
る
か
ど
う
か
を
警
察
に
確
認
す

る
の
か
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
新
規
入

居
者
に
関
し
て
は
、
同
意
書
及
び
誓
約
書
を

も
ら
い
、
す
べ
て
岐
阜
県
警
察
本
部
へ
照
会

す
る
。
既
存
入
居
者
に
対
し
て
は
、
条
例
改

正
前
に
入
居
し
て
い
る
た
め
、
問
い
合
わ
せ

等
は
行
な
わ
な
い
が
、
警
察
か
ら
暴
力
団
員

で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
れ
ば
、対
応
す
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
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第
一
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付
託
さ
れ
ま

し
た
案
件
の
主
な
審
査
内
容
は
、
次
の
通
り

で
す
。

▼
「
平
成
二
十
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）
中
、
歳
入
の
部
全
部
、
歳

出
の
部
所
管
部
分
、
そ
の
他
所
管
部
分
に
つ

い
て
」
は
、「
今
年
度
の
普
通
交
付
税
は
、

昨
年
度
と
比
べ
て
ど
う
か
」
と
の
質
疑
が
な

さ
れ
、「
今
年
度
の
普
通
交
付
税
の
決
定
額

は
、
三
十
七
億
千
四
百
三
十
二
万
四
千
円
で

あ
る
。
昨
年
度
が
、
三
十
五
億
四
千
三
百
八

十
万
六
千
円
で
あ
り
、
前
年
度
比
、
四
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
増
で
、
一
億
七
千
五
十
一
万
八

千
円
の
増
額
と
な
っ
て
い
る
」
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
続
い
て
、「
社
会
福
祉
費
の
福
祉
輸

送
普
及
促
進
モ
デ
ル
事
業
の
財
源
内
訳
と
今

後
の
事
業
計
画
は
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

「
こ
の
事
業
は
国
が
示
す
モ
デ
ル
事
業
で
あ

り
、
財
源
内
訳
は
、
国
費
、
地
方
公
共
団
体

補
助
金
、
事
業
者
負
担
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の

一
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
土
岐
市
、
多
治
見
市
及
び
瑞

浪
市
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
と
な
っ
て
い

る
。
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
十
月
下
旬
か

ら
十
一
月
に
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
国
へ
モ

デ
ル
事
業
と
し
て
申
請
し
、
来
年
一
月
か
ら

二
月
に
認
可
が
下
り
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の

後
、事
業
者
が
補
助
を
受
け
て
事
業
を
行
う
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
こ
の
事
業

で
の
運
営
に
対
し
、
赤
字
補
填
す
る
こ
と
は

あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
当
初

の
設
備
費
に
対
す
る
補
助
は
行
う
が
、
運
営

費
に
対
す
る
補
助
は
し
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
平
成
二
十
度
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て
」

は
、「
退
職
者
被
保
険
者
等
療
養
費
、
退
職

被
保
険
者
等
高
額
療
養
費
が
、
当
初
予
算
と

比
べ
る
と
倍
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
因

は
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
本
年
四
月
か

ら
退
職
者
医
療
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
い
る

が
、
経
過
措
置
に
よ
る
対
象
人
数
が
見
込
み

よ
り
多
く
な
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
昨
年
度
三

月
ま
で
に
受
診
さ
れ
た
方
の
医
療
費
で
、
本

年
四
月
以
降
に
請
求
さ
れ
た
金
額
が
見
込
み

よ
り
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ

る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、「
本
年
四
月
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
退
職
者
医
療
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
経
過

措
置
に
よ
る
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
国

民
健
康
保
険
料
の
増
額
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
不
備
な
ど
、
医
療
制
度
そ
の
も
の
に

問
題
が
あ
る
た
め
、
こ
の
補
正
予
算
に
は
反

対
す
る
」
旨
の
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
」
は
、「
現
在
、
派
遣
さ
れ
て
い

る
職
員
は
い
る
の
か
」と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

「
現
在
、
派
遣
し
て
い
る
職
員
は
い
な
い
が
、

以
前
に
は
、
財
団
法
人
岐
阜
県
市
町
村
職
員

研
修
セ
ン
タ
ー
へ
派
遣
し
た
実
績
が
あ
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
ふ
る
さ
と
応
援
基
金
条
例
に
つ

い
て
」
は
、「
第
二
条
に
、
子
供
に
関
す
る

事
業
、
陶
磁
器
産
業
振
興
に
関
す
る
事
業
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
の
三

事
業
が
規
定
し
て
あ
る
が
、
寄
附
者
側
が
指

定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
」
と
の
質
疑
が

な
さ
れ
、「
寄
附
者
の
意
向
を
尊
重
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
業
に
充
て
て
い
く
こ
と
に
な

る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
」
は
、「
来
年
十
月
か
ら
六
十

五
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
の
年
金
所
得
か
ら

市
民
税
の
特
別
徴
収
を
開
始
す
る
が
、
対
象

者
は
何
人
か
。
そ
の
た
め
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
」
と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
対
象
者
は
、

四
千
六
百
人
程
度
と
推
測
し
て
い
る
。ま
た
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
来
年
十
月
一

日
か
ら
導
入
さ
れ
る
た
め
、
特
別
徴
収
義
務

者
で
あ
る
社
会
保
険
庁
等
と
の
デ
ー
タ
の
や

り
取
り
を
来
年
一
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予

定
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、

「
入
湯
税
の
特
例
の
三
年
間
延
長
に
つ
い
て
、

当
初
、
軽
減
措
置
を
講
じ
た
理
由
と
し
て
、

土
岐
市
温
泉
活
用
型
健
康
増
進
施
設
バ
ー
デ

ン
パ
ー
ク
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、
周

知
期
間
と
い
う
こ
と
で
行
っ
た
。
現
在
は
、

年
間
三
十
万
人
を
超
え
る
入
場
者
も
あ
り
、

周
知
目
的
は
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
の
質
疑
が
な
さ
れ
、「
多
く
の
入
場
が
あ

り
、
所
期
の
目
的
は
果
た
し
て
い
る
と
考
え

る
が
、
こ
の
時
期
に
税
の
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
よ
る
影
響
を
危
惧
し
、
三
年
間
の
延
長

を
行
い
、
状
況
を
見
据
え
て
い
き
た
い
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、「
市
民
税
の
特
別
徴
収
が
、

国
の
制
度
改
正
に
よ
り
始
ま
る
が
、
年
金
か

ら
、
介
護
保
険
料
や
後
期
高
齢
者
保
険
料
に

合
わ
せ
て
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
年

金
手
取
り
額
が
減
額
さ
れ
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
天
引
き
時
と
同
じ
よ
う
に
、
高
齢

者
の
怒
り
が
広
が
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
こ
の
条
例
は
国
の
制
度
改
正
に
伴
う

改
正
で
あ
る
こ
と
は
理
解
す
る
が
、
年
金
生

活
者
の
方
の
不
満
な
ど
を
考
え
、反
対
す
る
」

旨
の
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

第
一
常
任
委
員
会


